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第１章 設計業務概要等 

 

１ 業務名称 

京都市養正市営住宅整備工事設計業務委託 

ただし、Ｙ３棟新築その他工事設計業務委託 

 

２ 履行場所 

  京都市左京区田中馬場町ほか（別紙１） 

 

３ 履行期間 

契約の日の翌日から令和８年１２月２８日まで 

 

４ 業務概要 

本業務委託は、令和６年１２月に策定した「京都市養正市営住宅Ｙ３棟 基本計画書」に基

づく、以下の設計業務を行うものである。 

(1) 京都市養正市営住宅新築工事  

ただし、Ｙ３棟新築工事に係る基本設計及び実施設計 

(2) 京都市養正市営住宅１３棟解体撤去工事に係る実施設計 

 

５ 設計与条件 

(1) 京都市養正市営住宅新築工事に係る基本設計及び実施設計 

ア 敷地概要 

 Ｙ３棟 

敷 地 面 積 約５，７００㎡ 

用 途 地 域 第一種住居地域 

高 度 地 区 １５ｍ第２種高度地区 

防 火 地 域 準防火地域 

容 積 率 ２００％ 

建 蔽 率 ６０％ 

景観規制 

・山並み背景型美観地区 

・眺望空間保全区域３９ 

・事前協議区域（２－１） 

・近景デザイン保全地域（２－１） 

・遠景デザイン保全地域（１１、３９、４５、４９）－３ｋｍ以内 

・屋外広告物規制区域（第３種地域・屋外広告物等に関する条例第１１

条第１項第６号対象区域） 

その他 ・建築基準法第８６条公告認定対象区域 
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イ 建物概要 

用 途 共同住宅 

延べ面積 約６，５００㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート造 

規 模 地上５階建て 

住 戸 数 １０６戸 

（間取り等） ２Ｋ   ：１４戸 

２ＤＫ  ：６２戸 

３ＤＫ  ：２７戸※ 

車椅子住宅： ３戸※ 

集会所・管理事務所：各１か所  

ゴミ置き場：１か所 

駐車場 
入居者用：４１台（うち車椅子使用者用：３台） 

来客用：１台、サービス用：１台 

駐輪場 自転車置場：１４０台、バイク置場：１８台 

昇降機設備 ９人乗り 交流インバータ方式（VVVF） 

トランク付き 車椅子仕様 

受電方法 低圧出迎え方式（構内柱方式） 

給水方法 直結直圧給水方式 

耐震安全性の分類 

（「官庁施設の総合耐震・対津波

計画基準」による分類） 

Ａ 構造体 Ⅲ類（安全率 1.0） 

Ｂ 建築非構造部材 Ｂ類 

Ｃ 建築設備    乙類 

※ 履行期間中に実施する入居者調査の結果に応じて、戸数が増減する可能性がある。た

だし、住棟全体の総住戸数の変更は行わない。 

ウ 屋外付帯施設の概要 

  囲障、敷地内通路、植栽、雨水排水、その他工作物等 

エ 電気設備の概要 

  上記ア、イ、ウに係る電気設備一式 

オ 機械設備の概要 

  上記ア、イ、ウに係る機械設備一式 

カ その他条件 

(ｱ) 雨水流出抑制のための対策を検討すること。 

(ｲ) 本業務で目指す省エネルギー性能の基準は、強化外皮基準に適合かつ再生可能エネ

ルギー（太陽光発電等）を除いた一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量

から２０％削減するＺＥＨ水準の共同住宅「ＺＥＨ－Ｍ Oriented」を想定している。

本業務で目指す基準の詳細については、本業務において指示する。 

(ｳ) 既存棟（１３棟）の基礎下には厚さ１～３ｍ程度のラップルコンクリートがあると

想定している。当該ラップルコンクリートについては、解体撤去に伴う騒音・振動な
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どの低減、全体工期及び工事費の抑制及び廃棄物やＣＯ２排出量などの環境負荷の削

減を目指し、可能な限り新築工事の地業として再利用することとする。このため、本

設計にあたっては、ラップルコンクリートの解体撤去を最小限に抑えつつ、再利用に

向けた効果的な耐久性等調査（１３棟解体撤去工事と併せて実施することを想定）手

法を立案するとともに、基礎を解体した結果、当初想定とは異なる形状のラップルコ

ンクリートであった場合の対応についての事前検討その他の必要な検討を行うこと。 

(ｴ) その他の設計与条件については本業務において指示する。 

(2) 京都市養正市営住宅１３棟解体撤去工事に係る実施設計 

解体設計の対象とする建築物等の概要は以下のとおりである。 

ア １３棟 （鉄筋コンクリート造・地上１０階建て・延べ面積約１５，１００㎡） 

イ 屋外付帯施設（自転車置場、水道ポンプ室、ゴミ置き場、その他工作物） 

ウ その他条件 

(ｱ) 解体撤去工事に係る敷地及び既存建物について、図面が存在しないものもあるため、

現地調査を行い、現況と既存図面とを照合のうえ、現況が図面と異なる部分や、解体

設計として必要なものについては新たに図面を作成すること。 

(ｲ) 解体予定建物の一部の外壁のアスベスト分析調査は令和４年度に完了している。た

だし、本業務の解体設計において、アスベスト、ＰＣＢ、ダイオキシン等有害物質含

有建材使用の有無に関し、追加で目視調査及び書面調査等を行うこと。さらに、解体

予定建物の有害物質含有建材の使用可能性を判定のうえ、関係法令及び基準を遵守し、

設計に反映させること。 

(ｳ) 電気設備及び機械設備の各設計業務が属する工事発注区分は、本業務において指示

する。 

(ｴ) 解体工事については、新築工事とは別途発注とし、京都市競争入札参加有資格者で、

解体工事Ａ等級に格付けされている者が行うことを想定している。 

(ｵ) その他与条件については、本業務において指示する。 

 

６ 留意点 

(1) 基本設計においては、監督員及びすまいまちづくり課担当者との協議を行いながら、   

基本計画の内容の点検を実施するものとする。 

(2) 当該計画敷地は、建築基準法第８６条の規定に基づく公告認定対象区域である。監督員と

協議を行いながら、養正市営住宅団地再生計画全体を踏まえた計画を検討のうえ、本工事の

実施に必要な申請手続を行うこと。 

(3) 建築基準法第５６条の２の規定に基づく日影許可の手続きを行うこと。 

(4) 都市計画法施行規則第６０条に基づく証明を受けるため、開発行為非該当確認申請の手続

きを行うこと。 

(5) 社会資本整備総合交付金を活用する事業のため、図面及び内訳書をそれに準じる構成とす

る。 

(6) 第１章５(1)の基本設計に係る成果品は令和７年１２月２６日までに提出すること。ただ
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し、監督員が別途指示する場合は、当該期限までとする。 

(7) 第１章５(1)の実施設計に係る一部の成果品（図面、内訳書、参考見積書等）については

令和８年１０月３０日までに提出すること。ただし、監督員が別途指示する場合は、当該期

限までとする。 

(8) 第１章５(2)に係る図面・内訳書・参考見積書等は令和７年８月２９日までに提出するこ

と。ただし、監督員が別途指示する場合は、当該期限までとする。 

(9) 計画通知の確認済証は令和８年８月３１日までに取得すること。ただし、監督員が別途指

示する場合は、当該期限までとする。 

 

７ 整備スケジュール 

 〈令和７年度〉 

  京都市養正市営住宅１３棟解体撤去工事に係る実施設計(本業務) 

〈令和７年度～令和８年度〉 

 京都市養正市営住宅新築工事 

 ただし、Ｙ３棟新築工事に係る基本設計及び実施設計(本業務) 

〈令和８年度～令和９年度(予定)〉 

  京都市養正市営住宅１３棟解体撤去工事 

〈令和９年度～令和１１年度(予定)〉 

京都市養正市営住宅Ｙ３棟新築工事 

 

第２章 設計業務の範囲 

設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 

 

１ 一般業務 

一般業務の内容は、平成３１年国土交通省告示第９８号（以下「告示」という。）別添一第 

１項に掲げるものとし、範囲は別表第１－１及び別表第１－２のとおりとする。 

 

２ 追加業務 

追加業務の内容及び範囲は、別表第２に記載のとおりとする。 

  なお、別表第３－１及び別表第３－２に業務内容の補足を記載している。 

 

第３章 業務の実施 

 

１ 業務の着手 

受注者は、契約締結後１４日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着

手とは、受注者が業務の実施のために、発注者の置く監督員（以下「監督員」という。）との

打合せを開始することをいう。 
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２ 業務条件 

受注者は、次の事項を遵守すること。 

(1) 本書第１章及び第２章の内容、適用基準図書及び別添の資料に基づき業務を行う。 
(2) 監督員と十分に連絡を取りながら業務を進めるとともに、主な設計方針等については、 

監督員の指示又は承諾を得る。 

(3) 各種関係法令及び基準等を遵守する。 
(4) 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 
(5) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式、適用基準等並びにその計算過程を明記

するものとする。 

(6) 受注者は月間業務報告書と月間業務予定表を毎月５日までに提出する。 
(7) 計画通知申請が必要な場合は、建築基準法及び建築士法に規定する設計者は、受注者とす

る（計画通知申請図書及び実施設計図書に建築士法第２０条の規定に基づく表示を行うこ

と）。 

(8) 建築基準法第１８条に基づく計画の通知先は京都市とする。ただし、合理的な理由があり、

監督員が承諾した場合は変更することができる。 

(9) 成果物の提出については、監督員が別途指示する期限までとする。 
 

３ 電子納品等 

(1) 本業務は電子納品の対象業務とする。電子納品は、「京都市都市計画局電子納品（建築設

計業務）要領(案)」に基づいて行うものとし、本業務の電子納品対象書類は、別表にて指定

するものとする。 

(2) 図面等を CAD により作成する際は、建築工事設計図書作成基準（国土交通省大臣官房官庁

営繕部）の最新版により作成するものとする。 

(3) 電子納品の成果物は、電子媒体(CD-R 等)で正副各１部提出する。 

(4) 電子納品の成果物の提出の際には、電子成果物作成支援・検査システム（国土交通省大臣

官房官庁営繕部）により、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行いウイル

スが存在していないことを確認したうえで提出するものとする。 

(5) その他、電子納品に関する詳細な取扱については、監督員と受注者で協議のうえ決定する。 

 

４ 適用基準等 

業務の遂行に当たっては、第３章２の業務条件、第３章１３の貸与品等によるほか、次の内

容が記載された国土交通大臣官房官庁営繕部・国土交通省住宅局建築指導課・その他官公署監

修の図書を熟知し、適切に行うものとする。適用基準等で市販されているものについては、受

注者の負担において備えるものとする。 

(1) 建 築 

ア 設計指針に関するもの 

イ 設計図書作成に関するもの 

ウ 各部設計の指針に関するもの 

エ 設計図書の一部として作成されているもの 
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オ 建築積算に関するもの 

カ その他 

（ア～カの詳細は別紙適用基準図書の一覧⑴建築による。） 

(2) 設 備 

ア 設計指針に関するもの 

イ 設計図書作成に関するもの 

ウ 設計図書の一部として作成されているもの 

エ 積算に関するもの 

オ その他 

（ア～オの詳細は別紙適用基準図書の一覧⑵設備による。） 

 

５ 特殊な工法等 

受注者は、特殊な工法・材料・製品等を採用しようとする場合又は適用基準等を変更する場

合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を受ける。 

 

６ 提出書類等 

受注者は、業務の各段階において、次の書面を速やかに提出しなければならない。 

(1) 契約締結後 

ア 業務工程表       ２部 

イ 管理技術者等通知書（管理技術者及び設計担当者の経歴書を並びに資格を有すること

の証明書の写しを含む。） ２部 

ウ 再委託承諾申請書（協力事務所がある場合。その事務所概要と担当技術者名簿及びそ

の他監督員が必要に応じ指示するもの）  ２部 

(2) 前払時（前払金を請求する場合） 

ア 前払金支払請求書    １部 

イ 保証証書        正１部 副１部 

ウ 振込依頼書（必要時）  １部 

(3) 完了時 

ア 完了通知書 ２部 

イ 成果物納入届 ２部 

ウ 請求書  ２部 

エ 振込依頼書（必要時） １部 

 

７ 再委託 

受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（単純な電算処理に限る）、速記録の

作成、トレース、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作

成作業、測量機器等の賃借、模型製作、透視図作成、郵送や宅配等の簡易な業務の再委託に当

たっては、業務委託契約書（以下「契約書」という。）第１０条第２項に規定する発注者の承

諾を必要としない。 
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８ 特許権等の使用 

 受注者は、特許権等の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切

の責任を負わなければならない。 

 

９ 監督員の権限 

契約書第１３条第２項で定める監督員の権限は、同項各号に掲げるとおりとする。 

 

10 管理技術者 

(1) 管理技術者の資格要件 

受注者は、業務遂行に当たって、実務経験が豊富であり、誠実かつ責任感のある管理技

術者を選定し、その者の経歴及び資格を書面にて監督員に提出し、承諾を得るものとする。 

(2) 管理技術者は、本業務に係る設計趣旨及び内容を総括的に反映できる者とし、一級建築士

資格取得後５年以上の実務経験を有する者でなければならない。 

(3) 管理技術者は、監督員の承諾を得て、次項の建築担当技術者を兼ねることができる。 

(4) 業務履行期間中において、その者が管理技術者として著しく不適当と監督員がみなした場

合は、受注者は速やかに適正な措置を講じるものとする。 

 

11 設計担当技術者 

(1) 受注者は、次の各号に掲げる設計担当技術者を選定し、その者の経歴及び資格を書面にて

監督員に提出するものとする。 

ア 建築担当技術者（次の(ｱ)～(ｴ)のいずれかに該当する者） 

(ｱ) 一級建築士資格取得後２年以上の建築設計実務経験を有する者 

(ｲ) 二級建築士資格取得後７年以上の建築設計実務経験を有する者 

(ｳ) 大学（建築に関する専門課程）卒業後７年以上の建築設計実務経験を有する者 

(ｴ) 上記(ｱ)～(ｳ)のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 

注 実務経験の年数は、一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。 

一般事務等とは、建築設計との関連が少なく建築設計に関する知識及び技能の必

要性が少ない業務（単なる写図、設計補助等）、建築に関する知識及び技能を必要

としない内容の庶務、会計、労務等の業務等を指す。 

イ 電気担当技術者（次の(ｱ)～(ｷ)のいずれかに該当する者） 

(ｱ) 設備設計一級建築士で電気設備設計の実務経験を有する者 

(ｲ) 建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 

(ｳ) 一級建築士資格取得後３年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

(ｴ) 一級電気工事施工管理技士資格取得後３年以上の電気設備設計の実務経験を有する

者 

(ｵ) 大学（電気に関する専門課程）卒業後５年以上の電気設備設計の実務経験を有する

者 

(ｶ) 高等学校（電気に関する専門課程）卒業後８年以上の電気設備設計の実務経験を有

する者 
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(ｷ) １０年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

注１ 上記(ｴ)～(ｷ)に記す実務経験年数の２分の１を上限として、「電気設備設計の

実務経験」を「電気設備工事施工の実務経験」に読み替えることができるものと

する。 

注２ 「電気に関する」とは、「電気」「建築」など建築設備（電気設備）と関連の

ある名を冠する学科をいう。 

注３ 実務経験の年数は、一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。 

一般事務等とは、建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能の

必要性が少ない業務（単なる写図、設計補助等）、建築設備に関する知識及び技

能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等を指す。 

ウ 機械担当技術者（次の(ｱ)～(ｸ)のいずれかに該当する者） 

(ｱ) 設備設計一級建築士で機械設備設計の実務経験を有する者 

(ｲ) 建築設備士で機械設備設計の実務経験を有する者 

(ｳ) 一級建築士資格取得後３年以上の機械設備設計の実務経験を有する者 

(ｴ) 一級管工事施工管理技士資格取得後３年以上の機械設備設計の実務経験を有する者 

(ｵ) (公社)空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後３年以上の機械設備設計の実務経

験を有する者 

(ｶ) 大学（機械に関する専門課程）卒業後５年以上の機械設備設計の実務経験を有する

者 

(ｷ) 高等学校（機械に関する専門課程）卒業後８年以上の機械設備設計の実務経験を有

する者 

(ｸ) １０年以上の機械設備設計の実務経験を有する者 

注１ 上記(ｴ)～(ｸ)に記す実務経験年数の２分の１を上限として、「機械設備設計の

実務経験」を「機械設備工事施工の実務経験」に読み替えることができる。 

注２ 「機械に関する」とは、「機械」「建築」など建築設備（機械設備）と関連の

ある名を冠する学科をいう。 

注３ 実務経験の年数は、一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。 

一般事務等とは、建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能

の必要性が少ない業務（単なる写図、設計補助等）、建築設備に関する知識及

び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等を指す。 

エ その他の技術者 

設計する建築物が建築士法の規定にて構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士に

構造関係規定又は設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めることが義務付けられ

ている場合、基本設計においても当該資格を有する者に当該規定に適合しているかどう

かを確認するものとする。 

建築設計の積算業務に従事する者は、（公社）日本建築積算協会が付与する建築積算

士の資格を有する者とする。 

(2) 業務履行期間中において、設計担当技術者が業務を担当するに当たり、著しく不適当であ

ると監督員がみなした場合は、受注者は、速やかに適正な措置を講じるものとする。 
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(3) 受注者は、本市が特別の理由があると認めた場合を除き、プロポーザル時に提出した技術

提案書により提案された履行体制により当該業務を履行しなければならない。 

 

12 照査技術者 

受注者は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を選定し、その者の経歴及び資格

を書面にて監督員に提出して承諾を得るものとする。照査技術者は、一級建築士資格取得後５

年以上の実務経験を有するものでなければならない。 

また、照査技術者は、管理技術者及び設計担当者を兼ねることができない。 

なお、業務履行期間中において、その者が照査技術者として著しく不適当と監督員がみなし

た場合は、受注者は速やかに適切な措置を講じるものとする。 

 

13 貸与品等 

契約書第２０条第１項に定める貸与品等は次のとおりとする。 

(1) 貸与品 

品名 数量 摘要 

設計業務委託要領 １ データ 

京都市市営住宅設計等業務要領 １ データ 

標準単価表（金抜き） １ データ 

京都市公共建築物脱炭素仕様 １ データ 

既存建物図面(本市にて保管分のみ) １ 画像データ 

京都市養正市営住宅Ｙ３棟 基本計画書 １ データ 

地質調査報告書(委託期間内に別途実施予定) １ 製本 

測量図 １ ＣＡＤデータ 

アスベスト分析結果報告書 １ 製本 

特記仕様書 １ ＣＡＤデータ 

工事区分表 １ ＣＡＤデータ 

鉄筋コンクリート工事標準図 １ ＣＡＤデータ 

営繕工事積算チェックリスト（建築工事編） １ エクセルデータ 

電気設備実施設計標準チェックリスト １ エクセルデータ 

機械設備実施設計標準チェックリスト １ エクセルデータ 

京都市都市計画局解体工事の設計積算について １ ＰＤＦデータ 

既存建物解体撤去に伴う電気設備解体撤去工事基本方針 １ ＰＤＦデータ 

既存建物解体撤去に伴う機械設備解体撤去工事基本方針 １ ＰＤＦデータ 

機器台帳 １ エクセルデータ 

「施設保全の手引き」様式 
１ エクセル、ワードデ

ータ 

建築設計資料 １ エクセルデータ 

マイクロフィルム台帳 １ エクセルデータ 
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(2) 引渡等の場所 

引渡場所 公共建築建設課 

返却場所 公共建築建設課 

(3) 引渡等の時期 

引渡時期 業務着手時 

返却時期 業務完了時 

※ ただし、貸与品のうち「地質調査報告書」については、別途実施する地質調査が完了

次第、引き渡すものとする。 

 

14 委託料の支払い条件 

・ 債務負担行為に係る複数年度委託契約 

委託料は下記条件で支払う。ただし、前払金の支払いは、受注者より請求があった場合のみ 

支払う。 

(1) 前金払 

・ 令和６年度又は令和７年度 令和７年度の履行出来高予定額に対する３０％以内 

・ 令和８年度        令和８年度の履行出来高予定額に対する３０％以内 

(2) 部分払 

部分払は行わない。 

(3) 部分引渡しに係る委託料の支払 

次の部分を契約書第４３条第３項に基づき算出した額を支払う。 

・ 令和７年度 １３棟解体撤去工事に係る実施設計の部分 委託料の ６．２％ 

・ 令和７年度 Ｙ３棟新築工事に係る基本設計の部分   委託料の２４．４％ 

(4) 完了払 

完了後に支払う。 

(5) 各年度の支払限度額、履行出来高予定額は下記の比率による。 

支払年度 支払限度額 履行出来高予定額 

令和６年度 委託料の ９．１８％※１ 委託料の   ０％ 

令和７年度 委託料の２１．４２％※２ 委託料の３０．６％ 

令和８年度 委託料の残額 委託料の６９．４％ 

※ ただし、令和６年度に前払金を支払わない場合は、※１を０％、※２を３０．６％と

する。 

 

15 部外折衝等 

(1) 受注者は、業務に先立ち現地調査を行い、現況を十分把握するとともにに、特筆すべき内

容は、監督員に書面により報告する。 

(2) 受注者は、本業務の実施に当たって本市が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなけ

ればならない。 

(3) 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速や
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かに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。 

(4) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、

必要な協議を行うものとする。 

 

16 打合せ及び記録 

(1) 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者及び設計担当技術者と監督員は常に

密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その

都度、管理技術者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

(2) 設計業務着手時及び本仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行う

ものとし、その結果について、管理技術者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認し

なければならない。 

 

17 条件変更等 

受注者は、契約書第２２条第１項各号の一に該当する事実を発見したときは、同項の規定に

より、速やかに監督員にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 

 

18 業務の中止 

発注者は、受注者が契約書及び設計図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、必

要と認めた場合は、契約書第２４条第２項の規定に基づき、業務の全部又は一部を一時中止さ

せることができる。 

 

19 履行期間の変更 

受注者は、契約書第２７条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理

由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表及びその他必要な資料を監督員に提出しなけれ

ばならない。 

 

20 修補 

受注者は、契約書の規定による検査（以下、「検査」という。）に合格しなかった場合は、

契約書第３６条第５項の規定に基づき、直ちに修補をしなければならない。 

なお、修補の期限及び修補完了の検査については、契約書同条第２項に規定する検査員（以

下「検査員」という。）の指示に従うものとする。 

 

21 成果物 

(1) 引渡しの成果物を、機械で読み取ることができる媒体によって提出することを指定された

場合の著作権は、京都市に無償で譲渡する。 

(2) 業務完了後１５年間は受注者において成果物の図面を保存する。ただし、監督員が保存の

必要がないとして指示した場合は、この限りではない。 

(3) 設計図書において、使用する製品（グレードを含む。）や工法等を定める場合は、一般名

称、標準仕様書に基づく種別、ＪＩＳ規格及びＪＡＳ規格の型番等の記載によることを原則
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とするが、これらの記載だけでは製品等を特定することが困難な場合又は設計図書の作成が

著しく非効率となる場合に限り、以下に従い、参考として製造者（メーカー）名及び型番等

を記載することができる。 

ア 原則、記載する製造者数は３者以上とし、記載した製造者の少なくとも１者以上の型

番等を記載する。 

イ 製造者名及び型番等を記載する場合は、同等品以上の採用を認める旨の注書を併記す

る。ただし、設計上の理由で製品等を指定（特定）する必要がある場合は、この限りで

ない。 

(4) 受注者は、本仕様書に部分引渡しの指定がある場合又は監督員が指示し、これを承諾した

場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。 

 

22 検査 

(1) 受注者は、業務が完了したとき、及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなけ

ればならない。 

(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物その他検査に必要な資料を整備し、監

督員に提出しておかなければならない。 

(3) 検査日時及び検査場所は、受注者から完了通知書が提出された後、検査員が決定する。 

(4) 検査員は、受注者立会いのうえ、次に掲げる検査を行うものとする。 

ア 成果物の検査 

イ 業務履行状況の検査（業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。） 

(5) 部分引渡しを行う場合は、前各号において「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」、

「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

 

23 引き渡し 

受注者が引き渡す成果物は、別表４－１及び別表４－２の該当欄に○印のある成果物とする。 

 

24 引渡し前における成果物の使用 

受注者は、契約書第３８条の規定に基づき、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、

使用同意書を発注者に提出するものとする。 

 

25 契約不適合責任 

(1) 計画通知図書の審査及び建築物等の完了検査の結果、建築基準関係規定に適合しないこと

が認められたときは、受注者の負担により責任をもって適法な図面とする。ただし、計画の

変更に係る措置（設計段階では予測不可能な施工上の条件等の変更及び施工者による施工不

良等による計画の変更等を除く。）については、発注者と受注者との協議によるものとする。 

(2) 計画通知手続完了後における計画の変更については、構造計算を再度行う必要がない程度

のもの等については、受注者はこれに必要な業務を発注者に委任する。また、構造計算を再

度行う必要がある計画の変更等については、発注者はこれに必要な業務を受注者に追加で発

注する。 
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なお、前号ただし書きの規定による計画の変更については、発注者と受注者との協議に

よるものとする。 

 

 

26 その他 

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、発

注者と受注者との協議によるものとする。 

 

27 業務連絡網 

       （     京         都         市      ） 

受注者→←都市計画局公共建築部公共建築建設課→←都市計画局住宅室すまいまちづくり課 
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（適用基準図書の一覧） 

(1) 建 築 

ア 設計指針に関するもの 

 (ｱ) 耐震計画指針 京都市都市計画局公共建築部 

 (ｲ) 建築設計基準及び同解説 (一社)公共建築協会 

 (ｳ) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 (一社)公共建築協会 

イ 設計図書作成に関するもの 

 (ｱ)  建築工事設計図書作成基準 (一社)公共建築協会 

 ウ 各部設計の指針に関するもの 

 (ｱ) 建築構造設計基準及び同解説 (一社)公共建築協会 

 (ｲ) 京都市建築物等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの促進に関する条例 京都市都市計画局建築指導部 

 (ｳ) 構内舗装・排水設計基準及び同解説 (一社)公共建築協会 

 (ｴ) 京都市雨水流出抑制施設設置技術基準 京都市上下水道局 

 (ｵ) 建築構造設計基準及び建築構造設計基準の資料 国土交通省大臣官房官庁営繕部 

エ 設計図書の一部として作成されているもの 

 (ｱ) 公共建築改修工事標準仕様書/建築工事編 (一財)建築保全センター 

 (ｲ) 公共建築工事標準仕様書/建築工事編 (一社)公共建築協会 

 (ｳ) 擁壁設計標準図 (一社)公共建築協会 

 (ｴ) 敷地調査共通仕様書 (一社)公共建築協会 

 (ｵ) 建築工事標準詳細図 (一社)公共建築協会 

 

 
(ｶ) 建築物解体工事共通仕様書・同解説 (一社)公共建築協会 

 (ｷ) 文部科学省建築工事標準仕様書 
文部科学省大臣官房文教施設企画部 

オ 建築積算に関するもの 

 (ｱ) 標準単価使用マニュアル 京都市都市計画局 

 (ｲ) 公共建築工事積算基準 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｳ) 公共建築工事積算基準の解説/建築工事編 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｴ) 建築数量積算基準・同解説 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｵ) 建築工事内訳書作成要領/建築工事編・設備工事編 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｶ) 建築工事見積標準書式集/建築工事編 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｷ) 建設工事標準歩掛 建設物価調査会 

 (ｸ) 工事歩掛要覧 (一財)経済調査会 

 (ｹ) 営繕積算システム RIBC2 内訳書作成システム (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

カ その他 

 (ｱ) 確認申請事前調査報告書 京都市都市計画局建築指導部 

 (ｲ) 京都市公共建築デザイン指針 京都市都市計画局公共建築部 

 (ｳ) 京都市公共建築物脱炭素仕様 京都市 

 (ｴ) 京都市版建築法令実務ハンドブック 京都市都市計画局建築指導部 

 (ｵ) 木造計画・設計指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部 

 (ｶ) 京都市公共建築物等における木材利用基本方針 京都市産業観光局農林振興室 

 (ｷ) 京都のあかり京都らしい夜間景観づくりのための指針 京都市都市計画局景観政策課 

  ※上記資料等は必ず最新版を使用すること。 
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（適用基準図書の一覧） 

(2) 設 備 

ア 設計指針に関するもの 

 (ｱ) 建築設備計画基準 (一社)公共建築協会 

 (ｲ) 建築設備設計基準 (一社)公共建築協会 

 (ｳ) 排水再利用･雨水利用ｼｽﾃﾑ計画基準･同解説 (一社)公共建築協会 

 (ｴ) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 (一社)公共建築協会 

 (ｵ) 建築設備耐震設計・施工指針 (一財)日本建築センター 

 (ｶ) 建築設備設計・施工上の運用指針 (一財)日本建築設備・昇降機ｾﾝﾀｰ 

 (ｷ) 建築物の省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準と計算の手引 (一財)建築環境 省ｴﾈﾙｷﾞｰ機構 

 (ｸ) 防災設備に関する指針 (一社)日本電設工業協会 

 (ｹ) 昇降機技術基準の解説 (一財)日本建築設備・昇降機ｾﾝﾀｰ 

 (ｺ) 給排水設備技術基準・同解説 (一財)日本建築センター 

 (ｻ) 換気・空調設備技術基準・同解説 (一財)日本建築設備・昇降機ｾﾝﾀｰ 

 (ｼ) ガス機器の設置基準及び実務指針 (一財)日本ガス機器検査協会 

 (ｽ) 業務用ガス機器の設置基準及び実務指針 (一財)日本ガス機器検査協会 

 (ｾ) 浄化槽の構造基準・同解説 (一財)日本建築センター 

イ 設計図書作成に関するもの 

 (ｱ) 建築設備設計計算書作成の手引 

 
(一社)公共建築協会 

ウ 設計図書の一部として作成されているもの 

 (ｱ) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） (一財)建築保全センター 

 (ｲ) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） (一社)公共建築協会 

 (ｳ) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） (一社)公共建築協会 

 (ｴ) 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） (一財)建築保全センター 

 (ｵ) 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） (一社)公共建築協会 

 (ｶ) 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） (一社)公共建築協会 

エ 積算に関するもの 

 (ｱ) 標準単価使用マニュアル 京都市都市計画局 

 (ｲ) 公共建築工事積算基準 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｳ) 公共建築工事積算基準の解説/設備工事編 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｴ) 建築設備数量積算基準・同解説 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｵ) 営繕積算システム RIBC2 内訳書作成システム (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 (ｶ) 建築工事内訳書作成要領/建築工事編・設備工事編 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

オ その他 

 (ｱ) 京都市公共建築デザイン指針 京都市都市計画局公共建築部 

 (ｲ) 京都市公共建築物脱炭素仕様 京都市 

 (ｳ) 確認申請事前調査報告書 京都市都市計画局建築指導部 

 (ｴ) 京都市版建築法令実務ハンドブック 京都市都市計画局建築指導部 

 (ｵ) 京都のあかり京都らしい夜間景観づくりのための指針 京都市都市計画局景観政策課 

  ※上記資料等は必ず最新版を使用すること。 
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第４章 別表 

別表第１－１  基本設計に係る一般業務の内容及び範囲（建築・電気設備・機械設備） 

告 示 98 号 の 業 務 内 容 業 務 内 容 適用 備 考 

設計条件等

の整理 

条件整理 

耐震性能や設備機能の水準等建築

主から提示されるさまざまな要求

その他の諸条件を設計条件として

整理する。 

全部 

敷地測量及び調

査等 

設計条件の変

更等の場合の

協議 

整理した設計条件に変更がある場

合においては、発注者に説明を求

め又は発注者と協議する。 

全部 

法令上の諸

条件の調査

及び関係機

関との打合

せ 

法令上の諸条

件の調査 

基本設計に必要な範囲で、建築物

の建築に関する法令及び条例上の

制約条件を調査する。 

全部 

計画通知に係

る関係機関と

の打合せ 

基本設計に必要な範囲で、計画通

知申請を行うために必要な事項に

ついて関係機関と事前に打合せを

行う。 

全部 

上下水道、ガス、電力、通信

等の供給状況の調査及び関係

機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に

対する上下水道、ガス、電力、通

信等の供給状況等を調査し、必要

に応じて関係機関との打合せを行

う。 

全部  

基本設計方

針の策定 

総合検討 

設計条件に基づき、様々な基本設

計方針案の検証を通じて、基本設

計をまとめていく考え方を総合的

に検討し、そのうえで業務体制、

業務工程等を立案する。 

全部  

基本設計方針

の策定及び発

注者への説明 

総合検討の結果を踏まえ、基本設

計方針を策定し、発注者に対して

説明する。 

全部  

基本設計図書の作成 

基本設計方針に基づき、発注者と

協議のうえ、基本設計図書を作成

する。 

全部  

概算工事費の検討 

基本設計図書に基づく建築工事に

通常要する費用を概算し、工事費

概算書を作成する。 

全部  

基本設計内容の発注者への説

明等 

作業内容や進捗状況を報告し、必

要な事項について発注者の意向を

確認する。また、基本設計図書を

発注者に提出し、設計意図及び基

本設計内容の総合的な説明を行

う。 

全部  

適用欄の文字の意味は下記のとおりとする。 

全部：業務内容の全てを受注者の業務とする。 

部分的：業務内容を部分的に受注者の業務とする。 

対象外：業務内容の全てを受注者の業務としない。 
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別表第１－２ 実施設計に係る一般業務の内容及び範囲（建築・電気設備・機械設備） 

告 示 98 号 の 業 務 内 容 業 務 内 容 適用 備 考 

要求等の確

認 

発注者の要求

の確認 

実施設計に先立ち又は実施設計期間

中、発注者の要求等を再確認し、必

要に応じ、設計条件の修正を行う。 

全部  

設計条件の変

更等の場合の

協議 

整理した設計条件に変更がある場合

においては、発注者に説明を求め協

議する。 

全部  

法令上の諸

条件の調査

及び関係機

関との打合

せ 

法令上の諸条

件の調査 

建築物の建築に関する法令及び条例

上の制約条件について、詳細な調査

を行う。 

全部  

計画通知申請

に係る関係機

関との打合せ 

実施設計に必要な範囲で、計画通知

申請を行うために必要な事項につい

て関係機関と事前に打合せを行う。 

全部  

実施設計方

針の策定 

総合検討 

意匠、構造及び設備の各要素につい

て検討し、必要に応じて業務体制、

業務工程等を策定する。 

全部 

 

実施設計のた

めの基本事項

の確定 

事前に発注者と協議し合意に達して

おく必要があるもの及び基本設計の

内容に修正を加える必要があるもの

を整理し、実施設計のための基本的

事項を確定する。 

全部 

実施設計方針

の策定及び建

築主への説明 

総合検討の結果及び確定された基本

事項を踏まえ、実施設計方針を策定

し、発注者に説明する。 

全部 

実施設計図

書の作成 

実施設計図書

の作成 

実施設計方針に基づき、発注者と協

議のうえ、技術的な検討、予算との

整合の検討等を行い、実施設計図書

を作成する。なお、実施設計図書に

おいては、工事施工者が施工すべき

建築物及びその細部の形状、寸法、

仕様、工事材料及び設備機器等の種

別等を具体的に表現する。 

全部  

計画通知の作

成 

関係機関との事前の打合せ等を踏ま

え、実施設計に基づき、必要な計画

通知を作成する。 

全部  

概算工事費の検討 

実施設計図書に基づく建築工事に通

常要する費用を概算し、工事費概算

書を作成する。 

対象外  

実施設計内容の発注者への説

明等 

作業内容や進捗状況を報告し、必要

な事項について発注者の意向を確認

する。また、実施設計図書を発注者

に提出し、設計意図及び実施設計内

容の総合的な説明を行う。 

全部  

適用欄の文字の意味は下記のとおりとする。 

全部：業務内容の全てを受注者の業務とする。 

部分的：業務内容を部分的に受注者の業務とする。 

対象外：業務内容の全てを受託者の業務としない。 
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別表第２ 追加業務の範囲（建築・電気設備・機械設備） 

業 務 内 容 業 務 概 要 適用 備 考 

建 築 積 算 
積算数量算出書、単価作成資料、見積

の徴集、見積検討資料等の作成 
全部  

電 気 設 備 積 算 
積算数量算出書、単価作成資料、見積

の徴集、見積検討資料等の作成 
全部  

機 械 設 備 積 算 
積算数量算出書、単価作成資料、見積

の徴集、見積検討資料等の作成 
全部  

透 視 図 の 作 成 
Ａ３ 着色 鳥瞰図２枚、内観図６枚 

外観図６枚 
全部 

 

透視図のカラーコピー Ａ３ ラミネート加工 上記各１部 全部 

計画通知申請手続業務 計画通知の申請手続業務 全部 

計画通知作成業

務は一般業務に

含む 

関係法令等に基づく各種申請 各種申請書作成及び申請手続業務 全部  

防災計画評定又は防災性能評定 申請書作成及び申請手続業務 対象外 

 

 

省 エ ネ ル ギ ー 関 係 申請手続業務 全部 

リ サ イ ク ル 計 画 書 計画書の作成及び申請手続業務 対象外 

概 略 工 事 工 程 表 概略工事工程表の作成 全部 

住民説明等に必要な資料 必要資料等の作成 全部 

日 影 図 の 作 成 
申請手続に必要な日影図の作成 

（敷地全体、既存建築物も対象） 
全部 

総合的な環境保全性能に関する検討・評価 CASBEE 等の検討・評価資料の作成 全部 

設計住宅性能評価申請書の

作成及び申請手続業務 

住宅の品質確保等に関する法律に指定

された評価機関において設計性能評価

を全住戸について受ける。 

全部  

ＢＥＬＳ認証申請書の作成

及び申請手続業務 

ＺＥＨ－Ｍ Oriented の認証を含めた

省エネ性能評価を、評価機関において

全住戸について受ける。 

全部  

テレビ電波電界強度調査 

近隣家屋付近への影響が予想される地

点でテレビ電波電界強度測定を行い、 

アンテナでの受信の可否を確認する。 

全部 
計画に関する調

査協議 

テレビ電波受信障害地域調査 
近隣家屋へのテレビ電波受信障害発生

範囲の机上検討を行う。 
全部 

計画に関する調

査協議 

保全資料の作成 施設保全の手引き 全部 保全資料の作成 
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別表第３－１ 業務委託の範囲の補足（建築） 

委 託 内 容 該当印 業 務 概 要 

基 

本 

設 

計 

計画に関する調査協議 ○ 

敷地及び周辺状況の調査 

関係法令の調査、関係官公署との協議 

施設管理者の要望及び施設利用条件の整理 

類似施設調査 

敷 地 調 査 等 

（注１） 

○ 
既存建物、工作物、樹木、排水設備、電気設備、機械設

備等の調査・測量及び図面の作成 

○ 
現況敷地の平面・高低、横断断面等の調査・測量及び図

面の作成 

○ 真北測定 

計 画 ・ 検 討           ○ 

計画の経済性、施工性、安全性、機能性等の比較検討 

使用材料（性能、耐久性、実績、市場性）の比較検討 

各種技術資料の収集と比較検討、木造化の検討 

耐震仕様の検討（構造計画を含む） 

環境対策・省エネ・省資源の検討 

許認可を所管する処分庁が要求する説明資料 

配 置 計 画 の 検 討           ○ 敷地利用計画 

設 計 説 明 書 の 作 成           ○ 
実施設計方針（調査・協議・計画・検討のまとめ） 

計画概要・基本計画図・基本設計図 等 

工事費概算書の作成           ○ 種目及び主な科目毎の概算（工事費配分計画を含む） 

実 

施 

設 

計 

基 本 設 計 の 点 検           ○ 
現地の詳細調査、関係法規の確認、利用条件の把握 

設計説明書・配置計画・意匠計画・構造計画等の点検 

設 計 ・ 検 討 ・ 調 整           ○ 
基本設計及び設計説明書の点検・提案に伴う詳細協議 

他工事との調整（工事区分、設備機器の納まりの調整） 

意 

匠 

設 計 図 の 作 成         ○ 

特記仕様書、工事区分表、機材指定一覧表、付近見取図 

配置図、平面図、断面図、仕上表、面積表、屋外図 他 

矩計図、平面・部分詳細図、展開図、伏図、建具表 他 

積算資料の作成         ○ 
数量調書（拾い書・集計書・内訳書 他） 

参考見積、参考見積比較表 

構 

造 

設 計 図 の 作 成         ○ 
構造計算書（２次設計を含む計算書及び技術資料収集） 

伏図、軸組図、断面詳細図、架構図 他 

積算資料の作成         ○ 
数量調書（拾い書・集計書・内訳書・代価表） 

参考見積、参考見積比較表 

 

計 画 通 知 等 の 申 請           

 

○ 計画通知書（注２）、許認可申請 

○ 計画通知関連の関係官庁との事前協議 
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計 画 通 知 等 の 申 請           

○ 日影図（付近現況図、等時間・時刻日影図、略立面図） 

○ 
建築物省エネ法に基づく省エネルギー関係計算書の作成

（注３）及び申請手続 

○ 
中高層建築物の条例に基づく標識看板の作成、届出書説

明資料、報告書の作成 

○ 雨水流出抑制対策要綱に基づく協議書の作成及び協議 

○ 

京都市地球温暖化対策条例に基づく申請等の協議及び 

申請手続（建築物排出量削減計画書、地域産木材の利

用、再生可能エネルギー利用設備の設置、CASBEE 京都の

作成（注３） 

○ 景観関係規制、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ条例等の協議及び申請手続 

○ 
住宅性能評価申請書及び建築物省エネルギー性能表示制

度（BELS）評価申請書の作成及び申請手続（注４、５） 

― 防災評定手続 

屋 外 付 帯 工 事 設 計           ○ 
配置・平面・立面・断面・仕上・数量積算・内訳書 他 

（道路改修工事含む。） 

解 体 工 事 設 計 ○ 
対象棟解体撤去図、外構解体撤去図、数量調書（拾い

書・集計書・内訳書・代価表） 他（注６） 

設 計 説 明 書 の 作 成           ○ 
調査・協議・検討・配置計画等のまとめ（設計方針） 

計画概要書・計画書・設計書 等 

地元関係者との交渉           ○ 必要資料等の作成 

そ
の
他 

透視図 ○ Ａ３版(着色)：鳥瞰図２面、内観図６面、外観図６面 

保全資料の作成 

○ 
建築基準法第１２条の規定に基づく建築物の定期点検に

要する図書の作成（図面及びデータで提出する） 

○ 
「施設保全の手引き」作成（注７）、マイクロフィルム

台帳の作成 

（注１） 敷地測量及び調査の範囲は計画地及び周辺とし、監督員が現場立会いのもと指示を行

う。 

（注２） 構造計算適合性判定が必要となる場合、手数料は１回を限りとして本市が別途支払う。

なお、受注者の責任により再度適合性判定が必要となった場合は、受注者が負担する。 

（注３） 届出義務の有無にかかわらず作成する。 

（注４） 住宅性能評価申請及び BELS 申請の手数料は１回を限りとして本市が別途支払う。 

なお、受注者の責任により再度申請が必要となった場合は、受注者が負担する。 

（注５） 省エネ適判、BELS、性能評価の申請に用いる省エネ計算書は、国総研等が取りまとめた

住宅省エネ基準に準拠したプログラムを活用できるデータ方式（エクセル等）で作成

し、本市職員でも編集可能なものとすること。 

（注６） 現況調査のうえで、撤去図を作成し、撤去数量積算を行い、内訳書を作成する。（詳細

については、「京都市都市計画局解体工事の設計積算について」（貸与品）による。） 

（注７） 「「施設保全の手引き」の作成要領」に基づく保全計画書をいう。ただし、実施設計時

に記載可能な部分に限る。 
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別表第３－２ 業務委託の範囲の補足（設備） 

委 託 内 容 該当印 業 務 概 要 

基 

本 

設 

計 

計画に関する調査協議 

○ 現地調査、企業者協議（電力、電話、ガス、上下水道） 

○ 
テレビアンテナ設置に係る電解強度測定、テレビ電波障害

地域机上検討 

○ 

関係法令の調査、関係官公署との協議 

施設管理者の要望、施設利用条件の整理 

類似施設調査 

計 画 ・ 検 討           

○ 

設備方式の検討（比較検討を含む） 

技術資料の収集、使用機材の検討 

計画数値の検討、主要機器概算容量の算出 

○ 

耐震仕様の検討・環境対策・省エネ・省資源の検討 

維持管理（ＬＣＣ、資格者、法定・自主点検等）の検討 

設備スペース、主要機材の配置、主要機器搬出入経路 

他工事との調整 

設 計 説 明 書 の 作 成           ○ 実施設計方針（調査・協議・計画・検討のまとめ） 

工事費概算書の作成           ○ 設備種目毎の概算 

実 

施 

設 

計

 

現 地 の 詳 細 調 査           ○ 企業者詳細協議  

基 本 設 計 の 点 検           ○ 

関係法規の確認、利用条件の把握 

設備方式・使用機材・配置計画等の点検 

計 算 書 の 作 成           ○ 

各種機材の仕様確定のための根拠資料 

騒音等法令準拠確認資料 

設 計 ・ 検 討 ・ 調 整           ○ 

基本設計及び設計説明書の点検・提案に伴う詳細協議 

機材配置の検討、工事区分の検討、他工事との調整 

設 計 図 の 作 成           ○ 

特記仕様書、標準仕様書、工事区分表、付近見取図 

配置図、平面図、詳細図、機器仕様、系統図、姿図 

盤結線図、その他 

積 算 資 料 の 作 成           ○ 

数量調書（拾い書・集計書・内訳書 他） 

参考見積、参考見積比較表 

計 画 通 知 等 の 申 請           

○ 
計画通知、許認可申請等の作成（設備・昇降機関係）、建

築事務所に協力 

○ 計画通知関連の関係官庁との事前協議（公害・排水槽他） 

○ 
建築物省エネ法に基づく省エネルギー関係計算書（注１、

２）の作成、建築事務所に協力 

解 体 工 事 設 計 ○ 
設備撤去図、数量調書(拾い書･集計書･内訳書･代価表)他 

（注３） 

設 備 概 要 書 の 作 成           ○ 設計説明書の修正・補足 

設計説明書の作成 ○ 
調査・協議・検討・配置計画等の作成(設計方針) 

計画概要書・計画書・設計書 等 
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そ
の
他 

保全資料の作成 

○ 
建築基準法第１２条の規定に基づく建築物の定期点検に要

する図書の作成（図面及びデータで提出する） 

○ 
「施設保全の手引き」作成（注４）、マイクロフィルム台

帳の作成 

（注１）届出義務の有無にかかわらず作成する。 

（注２）省エネ適判、BELS、性能評価の申請に用いる省エネ計算書は、国総研等が取りまとめた住宅

省エネ基準に準拠したプログラムを活用できるデータ方式（エクセル等）で作成し、本市職

員でも編集可能なものとすること。 

（注３）現況調査のうえで、「撤去機器、配管、配線、ダクト、アスベスト・ＰＣＢ等有害物質含有

建材、外構設備の仕様、配置」、「給排水、ガス等の外部接続部の処理」等を記載した撤去

図を作成し、撤去数量積算を行い、内訳書を作成する。（詳細については、「既存建物解体

撤去に伴う電気設備解体撤去工事設計方針」、「既存建物解体撤去に伴う機械設備解体撤去

工事設計方針」（貸与品）による。） 

（注４）「「施設保全の手引き」の作成要領」に基づく保全計画書をいう。 

ただし、実施設計時に記載可能な部分に限る。 
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別表第４－１ 引渡し成果物（建築） 

該当印 名   称 提出部数 備  考 

 基本設計 

○ 設計説明書 ３ 設備部分を含む、タイトル印刷付製本、データ共 

○ 法令調査報告書 １ データのみ 

○ 敷地調査報告書 １ 現況図、現況写真、データのみ 

○ 基本設計図書（調査・協議書） １ データのみ 

○   〃   （計画・検討書） １ データのみ 

○   〃   （配置計画図） １ データのみ 

○   〃   （工事費概算書） １ データのみ 

 実施設計 

○ 意匠図 ８ タイトル印刷付製本、CAD・PDF データ共 

○ 構造図 ８ タイトル印刷付製本、CAD・PDF データ共 

○ 構造計算書 １ オリジナルデータ・PDF 共 

○ 数量調書・集計表 １ オリジナルデータ・PDF 共 

○ 参考見積書（機材メーカー） １ データのみ 

○ 参考見積比較表 １ データのみ 

○ 内訳書・代価表（RIBC2） １ データのみ 

○ 協議記録（関係官公署 他） １ データのみ 

○ 打合せ記録（監督員） １ データのみ 

○ 各種技術資料・検討記録 １ 

有害物質含有建材使用の有無に関する報告書、ほ

か必要な場合 データのみ 

 
○ 実施設計説明書 ３ 設備部分を含む、タイトル印刷付製本、データ共 

○ 各種申請書、届出書 必要数＋控え データ共、控えは申請、届出前に提出 

○ 計画通知等 必要数＋控え データ共、控えは申請前に提出 

○ 計画通知関連の事前協議書 必要数 データ共 

○ 雨水流出抑制対策要綱に基づく協議書 必要数＋控え データ共 

○ 省エネルギー関係計算書 必要数  データ共 

 その他 

○ 透視図及びカラ－コピ－（ﾗﾐﾈ-ﾄ加工） ２ 
鳥瞰・内観・外観の指定箇所 

(計 14 ヵ所) A３版、データ共 

○ マイクロフィルム台帳 １ エクセル データのみ 

○ 営繕工事積算ﾁｪｯｸﾘｽﾄ（建築工事編） １ データのみ 

○ 施設保全の手引き １ 設備部分を含む、データのみ 

○ CASBEE 京都の評価資料 １ データのみ 

○ 住宅性能評価の評価資料 １ データのみ 

○ BELS の評価資料 １ データのみ 
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※ 備考欄にデータの特記のあるものは、データを提出する。CAD 電子納品は 

オリジナル CAD、SXF、jww、及び PDF とする。いずれの形式においても同等の出力が可 

能なよう、線の太さ等の設定を行うこと。 

なお、画像を貼り付ける場合は、図面に画像データをリンクさせず、図面内に画像デ 

ータを貼り付けて一体化したデータとする。 

    また、PDF データとあるものは、工事設計図のＡ１原紙で当課にて決定処理されたもの 

 を、原寸大のまま PDF 化したもの（解像度は 400dpi、ファイルバージョンは 1.4 

（Acrobat5 対応）とする）を入力した CD-R 等を提出するものとする。 

※ すべての成果物は、設計説明書及び設計図（意匠図及び構造図）を除き、原則としてＡ４版のフ

ァイル（表紙と 

背表紙にタイトル付）にて提出するものとする。 

※ 内訳書・代価表は、営繕積算システム RIBC2（国土交通省大臣官房官庁営繕部推薦）によって入

力した CD-R 等を提出する。RIBC2 プログラムは受注者が準備し、京都市より貸与する名称ファイル

等データと合わせて入力作業を行う。 

※ 電子納品の対象となった成果物については、データも提出すること。 

※ 解体工事に係る実施設計図は新築工事の実施設計図とは分冊（建築、設備合冊）とし、必要部数 

については、新築工事と同数とする。 

 

（参考） 

 ＲＩＢＣ２プログラム問合せ先 

  （一財）建築コスト管理システム研究所 

  〒１０５－０００３ 東京都港区西新橋 3-25-33 ＮＰ御成門ビル５階 

  ℡ ０３－３４３４－１５３０ FAX ０３－３４３４－５４７６ 

 



25 

 

別表第４－２ 引渡し成果物（設備） 

該当印 名   称 提出部数 備  考 

 基本設計 

○ 設計説明書 ３ 建築と合冊、タイトル印刷付製本、データ共 

○ 報告書（法規調査、敷地調査） １  建築と合冊、データのみ 

○ 報告書（テレビ電波電界強度調査） ３  タイトル印刷付製本、データ共 

○ 報告書（テレビ電波受信障害地域調査） ３  タイトル印刷付製本、データ共 

○ 基本設計図書（調査・協議書） １ 建築と合冊、データのみ 

○   〃   （計画・検討書） １    〃 

○   〃   （配置計画図） １    〃 

○   〃   （工事費概算書） １    〃 

 実施設計 

○ 設計図 ８ タイトル印刷付製本、CAD・PDF データ共 

○ 

数量調書（拾い書・集計書・内訳書・

代価表） 

１ データ共、拾い図共 

○ 参考見積書（機材メーカー） １ データのみ 

○ 参考見積書比較表 １ データのみ 

○ 内訳書・代価表（RIBC2） １ データのみ 

○ 計算書 １ データのみ 

○ 打合せ記録（関係官公署・企業者他） １ データのみ 

○ 各種技術資料・検討記録 １ データのみ 

○ 打合せ記録（監督員） １ データのみ 

○ 計画通知等の作成（設備関係） 必要数 データ共 

○ 計画通知関連の事前協議書 必要数 データ共 

○ マイクロフィルム台帳 １ データのみ 

○ 省エネルギー関係計算書 必要数 データ共 

○ 実施設計説明書 ３ 建築と合冊、タイトル印刷付製本、データ共 

○ 実施設計チェックリスト － 

支給する「電気（機械）設備設計チェックリス

ト」を使用する。ただし、社内に同様のリストが

ある場合には監督員の承諾を得たうえで代用する

ことができる。 

○ 施設保全の手引き １ 建築と合冊、データのみ 

 

※ 備考欄にデータの特記のあるものは、データを提出する。CAD 電子納品はオリジナル CAD、

SXF、jww、及び PDF とする。いずれの形式においても同等の出力が可能なよう、線の太

さ等の設定を行うこと。 

なお、画像を貼り付ける場合は、図面に画像データをリンクさせず、図面内に画像デ

ータを貼り付けて一体化したデータとする。 

  また、PDF データとあるものは、工事設計図のＡ１原紙で当課にて決定処理されたもの 

 を、原寸大のまま PDF 化したもの（解像度は 400dpi、ファイルバージョンは 1.4 

 （Acrobat5 対応）とする）を入力した CD-R 等を提出するものとする。 
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※ すべての成果物は、設計図（意匠図及び構造図）を除き、原則としてＡ４版のファイル（表紙と

背表紙にタイトル付）にて提出するものとする。 

※ 内訳書・代価表は、営繕積算システム RIBC2（国土交通省大臣官房官庁営繕部推薦）によって入

力した CD-R 等を提出する。RIBC2 プログラムは受注者が準備し、京都市より貸与する名称ファイル

等データと合わせて入力作業を行う 

※ 電子納品の対象となった成果物については、データも提出すること。 

※ 新築工事に係る成果品は機械、電気でそれぞれ分冊し、提出すること。 

※ 解体工事に係る実施設計図は建築と合冊（Ａ３サイズ）とする。 
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